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＊
な
は
の
日
特
別
観
望
会

「
な
は
の
日
」に
親
子
で
星
を
み

よ
う

７
月
６
日（
土
）　

時
〜
／
定
員

１８

　

名
程
度
／
久
茂
地
公
民
館　

５０
　

�
８
９
１－

３
４
４
３

＊
な
は
の
日
に
那
覇
バ
ス
で
行

く
！

日
帰
り
ミ
ス
テ
リ
ー
バ
ス
ツ
ア
ー

乗
車
場
所：

モ
ノ
レ
ー
ル
赤
嶺

駅
８：

　

〜
・
パ
レ
ッ
ト
前
（
県

３０

庁
北
口
）８：

　

〜
・
モ
ノ
レ
ー

４５

ル
首
里
駅
９：

　

〜
大
人
・
小

００

人（
６
〜　

歳
）１
、
７
８
０
円

１１

（
食
事
付
）、幼
児（
３
〜
５
歳
）

５
０
０
円
（
食
事
な
し
）
７
月

６
日（
土
）・
８
日（
火
）／
お
問

い
合
わ
せ
リ
ウ
ボ
ウ
旅
行
サ
ー

ビ
ス
�
８
６
１－

３
７
１
５

　
「
み
ん
な
で
な
は
の
街
を
愛
し
、未
来
の
な
は
の
た
め
に
で

き
る
こ
と
を
や
ろ
う
！
」を
テ
ー
マ
に
、な
は
の
日
制
定
実
行
委

員
会
や
市
民
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
語
呂
合
わ
せ
で「
な
は
」

と
読
め
る
７
月
８
日
を「
な
は
の
日
」と
し
て
、み
ん
な
の
愛
着

度
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
が「
な
は
の
日
」制
定
の
目
的
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
市
民
の
動
き
を
支
援
す
る
形
で
、行
政
と
し
て

も「
な
は
の
日
」の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
・
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ま
も
、ぜ
ひ
、こ
の
機
会
に
那
覇
に
つ
い
て
考

え
、那
覇
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

＊「
那
覇
っ
て
い
い
よ
ね
」

子
ど
も
に
見
せ
た
い
那
覇
市
の

文
化
施
設

識
名
園
・
玉
陵
を
７
月
５
日

（
金
）〜
８
日（
火
）、
子
ど
も
た

ち
に
無
料
開
放
し
ま
す
。

＊
太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　　
in

　

な
は　
創
作
エ
イ
サ
ー
コ
ン

　

テ
ス
ト

６
月　

日（
土
）／
那
覇
市
民
会

２８

館
大
ホ
ー
ル
／　

時
〜
／
入
場

１３

料
一
般
１
、
０
０
０
円
・
高
校

生
以
下
無
料

＊
第
３
回
や
る
気
・
元
気
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル

児
童
・
生
徒
に
よ
る
ス
ト
リ
ー

【
な
は
の
日
制
定
関
連

　
イ
ベ
ン
ト
】

／
お
問
い
合
わ
せ
マ
リ
ン
観
光

開
発

　

�
８
６
９－

２
２
４
１

＊
壺
屋
地
域
文
化
財
清
掃

７
月
８
日（
火
）／
壺
屋
焼
物
博

物
館
受
付
／　

時
〜

１０

＊
平
成　

年
こ
こ
ろ
の
健
康

２０

フ
ェ
ス
タ

　
　

事
業
所
、
団
体
が
協
力
し

１９
て
那
覇
市
障
が
い
者
地
域
活
動

協
議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

　

障
が
い
者
福
祉
の
向
上
お
よ

び
社
会
参
加
促
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
作
業
所
の
事
業
紹

介
や
製
品
販
売
を
行
い
ま
す
。

７
月　

日（
金
）・　

日（
土
）／

１１

１２

ジ
ャ
ス
コ
那
覇
店
１
階
「
ま
ち

あ
わ
せ
の
広
場
」
／　

時
〜

１０

＊
地
域
交
流
事
業

「
首
里
・
粋
・　
　
キ
ャ
ン
ド
ル

sui

ナ
イ
ト
」

　

名
画
（
今
村
昌
平
監
督
「
に

あ
ん
ち
ゃ
ん
）
ス
ク
リ
ー
ン
へ

の
招
待
や
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト

ラ
イ
ブ
を
開
催
し
ま
す
。

７
月　

日（
土
）／
首
里
公
民
館

１２

／　

時
〜
／
映
画
上
映
会
前
売

１５
り
８
０
０
円
（
当
日
２
０
０
円

増
）・
中
学
生
以
下
無
料

ト
ダ
ン
ス
お
よ
び
バ

ン
ド
大
会
を
開
催
し

ま
す
。

７
月
５
日（
土
）／
那

覇
市
民
会
館
中
ホ
ー

ル
／　

時　

分
〜
／

１３

３０

入
場
無
料

＊
那
覇
に
関
す
る
資
料
展
示

　

な
は
の
日
に
ち
な
ん
で
、
那

覇
に
関
す
る
図
書
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。

７
月
１
日（
火
）〜
８
日（
火
）／

市
立
各
図
書
館（
全
７
館
）

＊
マ
リ
ン
観
光
開
発
水
中
観
光

船
７
月
４
日（
金
）〜
８
日（
火
）／

大
人
通
常
３
、
０
０
０
円
↓
１
、

７
８
０
円　

６
〜　

歳
通
常
１
、

１１

５
０
０
円
↓
７
８
０
円　

３
〜

５
歳
通
常
１
、
０
０
０
円
↓
無

料
／
天
候
・
海
洋
の
状
況
で

コ
ー
ス
の
変
更
・
欠
航
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
（
予
約
制
）

＊
美
空
ひ
ば
り
の
カ
ラ
オ
ケ
大

会

　

が
じ
ゃ
ん
び
ら
公
園
に
あ
る

美
空
ひ
ば
り
の
歌
碑
に
ち
な
み
、

カ
ラ
オ
ケ
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

７
月　

日（
土
）・　

日（
日
）／

１２

１３

が
じ
ゃ
ん
び
ら
公
園
／　

時
〜

１８

＊
に
ぎ
わ
い
広
場
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト

７
月　

日（
日
）／
に
ぎ
わ
い
広

１３

場
／　

時
〜　

時
／
お
問
い
合

１３

１５

わ
せ
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ

�
８
６
８－

７
８
５
５

＊
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
支
援
基
金
公
開

審
査
会

　

公
益
信
託
那
覇
市
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活

動
支
援
基
金
助
成
決
定
の
た
め

の
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

公
開
審
査
を
開
催
し
ま
す
。
尚
、

今
年
度
は
同
基
金　

周
年
を
記

１０

念
し
て
、
特
別
１
０
０
万
円

コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

７
月　

日（
土
）／
ぶ
ん
か
テ
ン

１３

ブ
ス
４
階
ホ
ー
ル
／　

時
〜

１０

＊
な
は
の
ま
ち
を
考
え
る

フ
ォ
ー
ラ
ム

　

自
治
基
本
条
例
お
よ
び
協
働

の
ル
ー
ル
策
定
に
向
け
て
機
運

を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
翁
長

市
長
の
講
演
や
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
事
例
発
表
、
自
治
基
本
条

例
制
定
の
意
義
や
展
望
に
つ
い

て
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
行
い
ま
す
。

＊
路
上
喫
煙
防
止
に
向
け
た
広

報
活
動

　

那
覇
市
路
上
喫
煙
防
止
条
例

の
周
知
と
啓
発
を
図
る
た
め
、

チ
ラ
シ
や
携
帯
用
灰
皿
を
配
布

し
ま
す
。

７
月
８
日（
火
）／　

時　

分
〜

１８

３０

＊
「
健
康
な
は　

推
進
市
民
大

２１

会
」

　
「
健
康
な
は　

」の
取
り
組
み

２１

内
容
報
告
や
健
康
づ
く
り
認
証

店
の
実
践
報
告
な
ど
を
行
い
ま

す
。
７
月　

日（
木
）／　

時
〜

１７

１４

＊
「
な
は
の
日
」お
掃
除
隊

　

市
職
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
ま

ち
づ
く
り
応
援
し
隊
」
を
中
心

に
、「
な
は
の
日
」
に
あ
わ
せ
て

市
内
の
清
掃
活
動
を
行
い
ま
す
。

７
月
１
日（
火
）か
ら
８
日（
火
）

ま
で
の
一
日
間
予
定
（
日
時
未

定
）

＊
那
覇
市
ふ
る
さ
と
づ
く
り
寄

付
金
条
例
の
制
定

＊
な
は
の
日
に
関
し
て
の
イ
ベ

ン
ト
、
ま
た
、
な
は
の
日
に

関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
経

営
企
画
室
な
は
未
来
室
グ

ル
ー
プ

　

�
８
６
１－

３
９
９
３

時
間
の
変
更
な
ど
は
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
、
モ
ノ
レ
ー

ル
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
パ
レ
ッ
ト
市
民
劇
場

で
の　
開
催
イ
ベ
ン
ト
】

【
そ
の
他
】

●所得変動に伴う住民税の減額措置
　税源移譲により、ほとんどの方の所得税が減り、その分住民税が増えていますが、両方を合計し
た税負担額は、基本的には変わりません。
　しかし、退職などにより、平成１９年中の所得が減って、所得税が課税されなくなった方は、税源
移譲で所得税が軽減された効果は受けず、住民税だけが、増額となる場合があります。
　このような場合、市町村への申告により、平成１９年度分の住民税額から、税源移譲により増額と
なった分の住民税相当額を減額する措置が設けられています。
●対象者
　平成１８年分は所得税が課税される程度の所得があった方で、平成１９年分は所得税が課税されない
程度まで所得が減少した方が対象となっています。
●住民税の減額措置を受ける方法
　所得変動に伴う住民税の減額措置を受けるためには、平成２０年７月中に、平成１９年１月１日現在
お住まいの市町村への申告が必要です。
●申告方法
　平成１９年１月１日現在お住まいの市町村に、「平成１９年度分　市町村民税・道府県民税減額申告書」
を提出してください。該当者多数のためなるべく申告書は郵送していただきますようお願いします。
●申告期間
　平成２０年７月１日（火）～平成２０年７月３１日（木） お問い合わせ

市民税課　� ��������
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